
- 193 -

議事日程第４号

令和元年６月２０日（木）

第１ 議案上程（議案第４１号から第６０号まで及び報告第１号から第６号まで）

議案説明、質疑、常任委員会付託

第２ 予算特別委員付託

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ

出席議員（１８人）

１番 中 田 謙 三 ２番 笹 川 圭 光 ３番 畠 山 富 勝

４番 伊 藤 宗 就 ５番 鈴 木 元 章 ６番 佐々木 克 広

７番 船 木 正 博 ８番 佐 藤 巳次郎 ９番 小 松 穂 積

１０番 佐 藤 誠 １１番 中 田 敏 彦 １２番 進 藤 優 子

１３番 船 橋 金 弘 １４番 米 谷 勝 １５番 三 浦 利 通

１６番 安 田 健次郎 １７番 古 仲 清 尚 １８番 吉 田 清 孝

欠席議員（なし）

議会事務局職員出席者

事 務 局 長 畠 山 隆 之

副 事 務 局 長 岩 谷 一 徳

局 長 補 佐 三 浦 大 作

主 席 主 査 吉 田 平

地方自治法第１２１条による出席者

市 長 菅 原 広 二 副 市 長 船 木 道 晴

教 育 長 栗 森 貢 監 査 委 員 鈴 木 誠

総 務 企 画 部 長 柏 崎 潤 一 市 民 福 祉 部 長 山 田 政 信



- 194 -

観 光 文 化 ｽ ﾎ ﾟ ｰ ﾂ 部 長 藤 原 誠 産 業 建 設 部 長 佐 藤 透

教 育 次 長 目 黒 雪 子 企 業 局 長 八 端 隆 公

企 画 政 策 課 長 伊 藤 徹 総 務 課 長 鈴 木 健

財 政 課 長 佐 藤 静 代 税 務 課 長 菅 原 章

福 祉 課 長 小澤田 一 志 生 活 環 境 課 長 伊 藤 文 興

観 光 課 長 三 浦 一 孝 男 鹿 ま る ご と 売 込 課 長 湊 智 志

農 林 水 産 課 長 武 田 誠 病 院 事 務 局 長 田 村 力

会 計 管 理 者 菅 原 長 学 校 教 育 課 長 加 藤 和 彦

監 査 事 務 局 長 高 桑 淳 企業局管理課長 太 田 穣

上 下 水 道 課 長 真 壁 孝 彦 選 管 事 務 局 長 （総務課長併任）

農 委 事 務 局 長 （農林水産課長併任）



- 195 -

午前１０時００分 開 議

○議長（吉田清孝君） 皆さん、おはようございます。

これより、本日の会議を開きます。

○議長（吉田清孝君） 本日の議事は、議事日程第４号をもって進めます。

日程第１ 議案第４１号から第６０号まで及び報告第１号から第６号までを

一括上程

○議長（吉田清孝君） 日程第１、議案第４１号から第６０号まで及び報告第１号から

第６号までを一括して議題といたします。

これより議案の説明を求めます。

はじめに、柏崎総務企画部長の説明を求めます。

【総務企画部長 柏崎潤君 登壇】

○総務企画部長（柏崎潤一君） おはようございます。

それでは、私から議案第４１号、第４３号及び議案第５８号の各議案についてご説

明申し上げます。

恐れ入りますが、議案書の１ページをお願いいたします。

最初に、議案第４１号男鹿市単独運行バス条例の一部を改正する条例についてであ

ります。

本議案は、男鹿市地域公共交通網形成計画に掲げる基本方針に基づき、路線バスの

定額運賃及び共通乗車券の実証実験を行うため、男鹿市単独運行バス条例の一部を改

正するものであります。

次のページをお願いいたします。

改正の内容といたしましては、男鹿市単独運行バス条例に使用料の特例の条文を加

えて、五里合線、男鹿中線、安全寺線、入道崎線、戸賀加茂線、男鹿南線、船越線、

潟西線において、１乗車２００円の一律運賃とするものであります。このことにより

まして、定期乗車券の基本運賃もすべて２００円とするものですが、定期券の対象者

別の割引率、期間による割引率は、変更ないものであります。

３ページの第３項の条文は、共通乗車券についてであり、１カ月分２，０００円と
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し、期間による割引はありませんが、子ども、身障の方は半額とするものでありま

す。

実施期間は、定額運賃制が本年８月１９日から令和２年３月３１日まで、共通乗車

券は、同じく本年８月１９日から１１月３０日までであります。

本条例の施行期日は、令和元８月１９日からであります。

次に、８ページをお願いいたします。

議案第４３号男鹿市行政財産使用料徴収条例及び男鹿市法定外公共用財産管理条例

の一部を改正する条例についてであります。

提案理由は、本年１０月１日からの消費税及び地方消費税の税率が引き上げること

に伴う改正であります。

建物使用料及び土地の使用期間が１カ月未満の土地使用料、また、次のページの法

定外公共用財産の使用料及び収益料を求める計算の際に乗ずる額を「１．０８」から

「１．１」に引き上げるもので、応ずる各使用料を改定するものであります。

施行期日は、令和元年１０月１日からであります。

次に、８４ページをお願いいたします。

次に、議案第５８号財産の無償譲渡についてであります。

今回提案の市有財産は、若美地区において、福米沢町内会が指定管理者として維持

管理してきた建物でありますが、平成３１年４月１日付で普通財産に所管がえになっ

たことから、地区の集会施設として無償譲渡するものであります。

建物は、男鹿市福米沢字福米９３番地１、旧福米沢地区センター、平成６年１１月

建設、木造亜鉛鉄板ぶき平屋建てで、建物面積２０７．３６平方メートルでありま

す。

譲渡先は、福米沢町内会であります。

以上をもちまして説明を終わらせていただきますが、ご可決賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。

○議長（吉田清孝君） 次に、山田市民福祉部長の説明を求めます。

【市民福祉部長 山田政信君 登壇】

○市民福祉部長（山田政信君） おはようございます。

私からは、市民福祉部に係る議案第４４号及び議案第４５号並びに議案第４６号の
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３件について説明を申し上げます。

恐れ入りますが、議案書の１１ページをお願いいたします。

初めに、議案第４４号男鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例についてであります。

本条例は、児童福祉法に規定する国の省令、家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準の一部が改正されたことに準じ、条例の一部を改正するものであります。

次の１２ページから１４ページは、改正条例の新旧対照表であります。

本条例の改正内容は、文言整理のほか、１２ページ、第７条第４項・５項の追加

は、連携施設の確保について追加するものであります。家庭的保育事業者は、事業を

行う上で他の認可保育所を連携保育所として協定を結ぶことが定められております

が、連携施設の確保が著しく困難な場合は、利用定員が２０人以上の企業主導型保育

事業施設、または市が認める認可外保育施設との連携を可能とするものであります。

１３ページ、第４６条第２項の追加は、連携施設に関する特例について追加するも

のであります。満３歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所につ

いては、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とするものであります。

１４ページ、附則第２条の改正は、食事の提供の経過措置の変更であります。

附則第３条の改正は、連携施設に関する経過措置の変更であります。

施行期日は、公布の日からであります。

次に、１５ページをお願いいたします。

議案第４５号男鹿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例についてであります。

本条例は、児童福祉法に規定する国の省令、放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準の一部が改正されたことに準じ、条例の一部を改正するものでありま

す。

次の１６ページは、改正条文の新旧対照表であります。

本条例の改正内容は、第１１条第３項の改正で、放課後児童支援員認定資格研修に

ついて、都道府県知事に加え、指定都市の長も実施できることとするものでありま

す。

施行期日は、公布の日からであります。
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次に、１７ページをお願いいたします。

議案第４６号男鹿市斎場条例の一部を改正する条例についてであります。

本条例は、消費税の引上げに伴う改正であり、斎場の使用料の額を引き上げるた

め、条例の一部を改正するものであります。

次の１８ページは、改正条文の新旧対照表であります。

本条例の改正内容は、第５条関係の別表の改正で、斎場使用のうち汚物炉及び霊安

室の使用料について、消費税率増税分の引上げを行うものであります。

なお、火葬料につきましては、消費税非課税となっていることから改正しないこと

としております。

施行期日は、令和元年１０月１日であります。

以上で補足説明を終わりますが、ご可決賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（吉田清孝君） 次に、藤原観光文化スポーツ部長の説明を求めます。

【観光文化スポーツ部長 藤原誠君 登壇】

○観光文化スポーツ部長（藤原誠君） おはようございます。

私からは、議案第４９号から議案第５１号までの３件についてご説明申し上げま

す。

本３件につきましては、いずれも消費税及び地方税法の一部改正により、令和元年

１０月１日から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴う改正で、施

行期日は、いずれも令和元年１０月１日であります。

恐れ入りますが、議案書の２９ページをお願いいたします。

まず、議案第４９号男鹿市温泉条例等の一部を改正する条例についてであります。

本議案は、温泉使用料並びに温浴ランドおが、夕陽温泉ＷＡＯ、インフォメー

ションセンター若美、なまはげ館、若美かんぼの里コテージ村、男鹿総合観光案内所

及び男鹿温泉交流会館五風の利用料等の上限額を引き上げるため、関係条例の一部を

改正するものであります。

次のページをお願いいたします。

３０ページから３７ページは、改正条例の新旧対照表であります。

改正箇所は、各条の表のうち、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分でありま
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す。

恐れ入ります、３８ページをお願いいたします。

次に、議案第５０号船川港金川多目的広場管理条例等の一部を改正する条例につい

てであります。

本議案は、船川港金川多目的広場、サンワーク男鹿及び男鹿市トレーニングセン

ターの利用料の額並びに男鹿市複合観光施設の利用料の上限を引き上げるため、関係

条例の一部を改正するものであります。

次のページの３９ページから４１ページにかけては、改正条例の新旧対照表となっ

ております。

改正箇所は、各条の表のうち、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分でありま

す。

４２ページをお願いいたします。

次に、議案第５１号男鹿市民文化会館使用条例等の一部を改正する条例についてで

あります。

本議案は、男鹿市民文化会館の使用料並びに若美中央公園、若美球場及び男鹿市Ｂ

&Ｇ海洋センターの利用料並びに若美ふるさと資料館の観覧料の額を引き上げるた

め、関係条例の一部を改正するものであります。

次のページの４３ページから５２ページにかけては、改正条例の新旧対照表であり

ます。

改正箇所は、各条の表のうち、太枠で示した部分または下線が引かれた部分であり

ます。

以上で説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議の上、ご可決賜りますよ

うお願いいたします。

○議長（吉田清孝君） 次に、佐藤産業建設部長の説明を求めます。

【産業建設部長 佐藤透君 登壇】

○産業建設部長（佐藤透君） おはようございます。

私からは、産業建設部に係る議案第５２号から議案第５４号までの３件についてご

説明いたします。

恐れ入りますが、議案書の５３ページをお願いいたします。
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まず、議案第５２号男鹿市森林環境譲与税基金条例の制定についてであります。

本議案は、森林関連法令の見直しにより、今年度から森林環境譲与税が譲与される

ことに伴い、森林の整備並びに森林の整備を担う人材の育成、担い手の確保、森林の

有する公益的機能に関する普及啓発及び木材の利用促進、その他森林の整備の促進に

関する施策に要する経費に充てるため、男鹿市森林環境譲与税基金を設置するため、

本条例を制定するものであります。

次のページをお願いいたします。

男鹿市森林環境譲与税基金条例の条文であります。

附則として、本条例の施行期日を公布の日からとするものであります。

５６ページをお願いします。

次に、議案第５３号男鹿市若美農業者トレーニングセンター及び若美農業技術伝習

館条例及び男鹿市漁港管理条例の一部を改正する条例についてであります。

本議案は、消費税法及び地方税法の一部改正により、令和元年１０月１日から税率

が引き上げられることに伴い、関係条例の一部を改正するものであります。

次のページをお願いします。

第１条は、男鹿市若美農業者トレーニングセンター及び若美農業技術伝習館条例の

一部改正で、別表その１を次のように改めるものであります。

第２条は、男鹿市漁港管理条例の一部改正で、別表第１及び次のページの別表第２

の備考に記載のある下線の引かれた数値を、改正前の「１．０８」から「１．１」に

改正するものであります。

附則として、第１項で、本条例の施行期日を令和元年１０月１日からとするもの

で、第２項、第３項は、経過措置について定めるものであります。

５９ページをお願いします。

次に、議案第５４号男鹿市都市公園条例等の一部を改正する条例についてでありま

す。

本議案も、消費税法及び地方税法の一部改正により、令和元年１０月１日から税率

が引き上げられることに伴い、関係条例の一部を改正するものであります。

次のページをお願いします。

第１条は、男鹿市都市公園条例の一部改正で、別表第２及び別表第３を次のように
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改めるもので、別表第３の一覧表は、６０ページから６３ページまでとなっておりま

す。

６４ページをお願いします。

第２条は、男鹿市道路占用料徴収条例の一部改正で、第２条第２項に記載のある数

値を、改正前の「１．０８」から「１．１」に改正するものであります。

第３条は、男鹿市準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正で、第２条第２項、第

４項、第５項に記載のある数値を、それぞれ改正前の「１．０８」から「１．１」に

改正するものであります。

６５ページでは、附則として、第１項では、本条例の施行期日を令和元年１０月１

日からとするもので、第２項から第４項までは、経過措置について定めるものであり

ます。

説明は以上でありますが、よろしく御審議の上、ご可決賜りますようお願いいたし

ます。

○議長（吉田清孝君） 次に、目黒教育次長の説明を求めます。

【教育次長 目黒雪子君 登壇】

○教育次長（目黒雪子君） おはようございます。

私からは、議案第４７号についてご説明を申し上げます。

恐れ入りますが、議案書の１９ページをお願いいたします。

議案第４７号男鹿市公民館使用条例等の一部を改正する条例についてであります。

本議案は、消費税法及び地方税法の一部改正により、令和元年１０月１日から消費

税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴いまして、公民館、市民ふれあい

プラザ及び若美コミュニティセンターの使用料の額を引き上げるため、関係条例の一

部を改正するもので、使用料につきましては、議案書２０ページから２３ページに記

載のとおりであります。

本条例の施行期日は、令和元年１０月１日であります。

以上で説明を終わらせていただきますが、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。

○議長（吉田清孝君） 次に、八端企業局長の説明を求めます。

【企業局長 八端隆公君 登壇】
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○企業局長（八端隆公君） おはようございます。

それでは、私から議案第５５号から議案第５７号までの３件についてご説明申し上

げます。

それぞれの条例において、消費税法及び地方税法の一部改正により、令和元年１０

月１日から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、使用料などの

額を引き上げるほか、条文を整理するため、関係条例の一部を改正するものでありま

す。

まず、議案第５５号男鹿市下水道条例等の一部を改正する条例についてでありま

す。

恐れ入りますが、議案書の６６ページをお願いいたします。

本議案は、第１条で下水道使用料、第２条で農業集落排水施設使用料、第３条及び

第４条で漁業集落排水施設使用料の額を引き上げるもので、現行の８パーセントで算

出されているものを、それぞれ１０パーセントに引き上げるものであります。

改正は、別表の一部改正であります。

６９ページをお願いいたします。

附則は、本条例の施行を令和元年１０月１日から施行するものとし、第２項から第

９項までは、経過措置を定めるものであります。

次に、議案第５６号男鹿市水道事業給水条例の一部を改正する条例についてであり

ます。

７１ページをお願いいたします。

本議案は、水道料金、メーター使用料及び水道加入金の額を引き上げるため、本条

例の一部を改正するものであります。

次のページをお願いいたします。

改正内容でありますが、第３２条の水道加入金を、次のページをお願いいたしま

す。別表第２の水道料金を、次のページをお願いいたします。別表第３は、改正前は

税込み一段表記としていたものを、水道加入金及び水道料金と合わせ、税抜き・税込

み二段表記に改めるとともに、メーター使用料を改正するものであります。

附則は、本条例の施行を令和元年１０月１日から施行するものとし、第２項から第

３項までは、経過措置を定めるものであります。
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次に、議案第５７号男鹿市ガス供給条例等の一部を改正する条例についてでありま

す。

７５ページをお願いいたします。

本議案は、ガス料金の額を引き上げるほか、経済産業省資源エネルギー庁からの指

摘による条文の整理をするため、関係条例の一部を改正するものであります。

次のページをお願いいたします。

関係条例の一部改正の内容でありますが、第１条は、男鹿市ガス供給条例の一部を

改正するもので、改正は、第１２条の条文について、本年３月２９日付、経済産業省

資源エネルギー庁より、需要場所、契約の原則及び概念について訂正するように事務

連絡があったことから改めるものとし、別表第６の料金表Ａ及び次のページの料金表

Ｂ、Ｃの基本料金及び基準単位料金を改正するものであります。

第２条は、男鹿市加茂地区ガス供給条例の一部を改正するもので、別表第３の料金

表Ａ及び次のページの料金表Ｂ、Ｃの基本料金及び基準単位料金を改正するものであ

ります。

第３条は、男鹿市託送供給条例の一部を改正するもので、第３条、第４条及び第１

０条において、字句等の誤り及び欠落していた箇所について条文を整理し、規定を追

加するものであります。

次のページをお願いいたします。

別表第４は、料金表Ａ、Ｂ、Ｃの基本料金及び重量料金単価を、料金表Ｄの定額基

本料金、流量基本料金単価及び基準単位料金並びに低圧導管利用にかかわる重量料金

単価加算額を改正するものであります。

別表第７は、文言整理であります。

附則は、本条例の施行を、消費税にかかわるものは令和元年１０月１日からとし、

条文の文言整理等については公布の日からとするものであります。

第２項から第７項までは、経過措置を定めるものであります。

以上で説明を終わりますが、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（吉田清孝君） 次に、田村病院事務局長の説明を求めます。

【病院事務局長 田村力君 登壇】

○病院事務局長（田村力君） おはようございます。
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私からは、議案第４８号男鹿みなと市民病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改

正する条例についてご説明いたします。

恐れ入りますが、議案書の２４ページをお願いいたします。

本議案は、消費税及び地方税法の一部改正により、令和元年１０月１日から消費税

及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、男鹿みなと市民病院の使用料及

び手数料の額を引き上げるため、本条例の一部を改正するものであります。

改正の内容といたしましては、税率の改正に伴い、病院の利用者から徴収する使用

料及び手数料のうち、課税対象となるものについて額を引き上げるものであります。

次の２５ページをお願いいたします。

新旧対照表でありますが、太枠で示した部分及び下線を引いた部分が改正箇所とな

ります。

別表第１の使用料関係では、入院室料、病医使用料など、次の２６ページ後段の別

表第２の手数料関係では、証明書、診断書等の交付に係るものが対象となるものであ

ります。

引上げの額は税率の引上げ分のみで、税抜き本体の額の変更はございません。

本条例の施行期日は、令和元年１０月１日であります。

以上で補足説明を終わりますが、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。

○議長（吉田清孝君） 次に、鈴木選挙管理委員会事務局長の説明を求めます。

【選挙管理委員会事務局長 鈴木健君 登壇】

○選挙管理委員会事務局長（鈴木健君） おはようございます。

私からは、議案第４２号男鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。

恐れ入りますが、議案書の５ページをお願いいたします。

本議案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、投

票管理者等の報酬額を改定するものであります。

次のページをお願いいたします。

改正の内容といたしましては、国政選挙の執行経費の基準改定に準じて、投票管理

者等の報酬額を表のとおり改正するもので、選挙長、開票管理者は「１万６００円」
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を「１万８００円」に、投票所投票管理者は「１万２，６００円」を「１万２，８０

０円」に、期日前投票所投票管理者は「１万１，１００円」を「１万１，３００円」

に、投票所投票立会人は「１万７００円」を「１万９００円」に、期日前投票所投票

立会人は「９，５００円」を「９，６００円」に、開票選挙立会人は「８，８００

円」を「８，９００円」に改正するものであります。

施行期日は公布の日で、改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に公示ま

たは告示される選挙から適用するものであります。

以上をもちまして説明を終わらせていただきますが、ご可決賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。

○議長（吉田清孝君） これより議案に対する質疑に入ります。

質疑の通告がありますので、順次発言を許します。

１０番佐藤誠君の発言を許します。１０番

○１０番（佐藤誠君） おはようございます。

私からは、議案第４１号の男鹿市単独バス条例の一部改正について、何点かお伺い

したいと思います。

一つは、実証実験の目的は何かということでございます。なぜこういうことを思っ

たかというと、よく実証実験というと、今回のこのバスの定額で２００円でこう行け

るということの案を出されたときに、普通よく一つの路線とか、いくつかの代表的な

路線とかをやるんじゃないかなとちょっと思ってたんですけども、男鹿市全部でこう

やるというということは、非常に大がかりなこの実証実験だなということを感じた

もんですから、その目的というものが一つ、まあ全体的な公共交通を、より使いやす

くするためだと思うんですけども、もっと何かこの全体的なもっと深い目的があるん

じゃないかなと思って質問いたします。

それから、２番目、この２００円とかにするその金額は、何でこの２００円になっ

たのかなというこの設定の何か基準、こういうことをやるときに、もしかしたら全国

的な何か基準とかあって、この公共交通をいろいろ調べていただいた何とかというあ

の会社忘れましたけども、そこの方からの提案で２００円だったとは思うんですが、

何か基準があったものなのか。なぜ２００円なったのかっていうことがあったら、わ

かったら教えてください。
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それから、これでまず検証しますけども、実証実験をしました、期間が終わって検

証をしますけども、検証のガイドラインといいますか、例えば、そのガイドラインが

決まってるのかなと。つまりここの路線でこのくらいの人がこれだけふえて、こう

なったら、じゃあこれはこのままいこうとか、これはもっと下げようとか、どのくら

いになったら、何パーセントになったらどうのこうのとか、何かそういうガイドラ

インというものがあって、こういうものがなされるんじゃないかなと思うんですけ

ど、ただやみくもにやるわけじゃないだろうと思っています。実験というものは、正

直いってそうじゃないかなと思うので、ガイドラインというのがあるのかどうか伺わ

せていただきたいと思います。

それから、最終的にその検証はだれがやるのかなと。だれが判断して、そういうこ

とを出すのかなと。これでいきましょうとかっていうのは、市がやるものなのか、そ

の公共交通の何だか協議会がやるものなのか、はたまた、その何か、どっかそういう

専門家がいるものなのか、その辺のことを、今、市でやる実証実験なんですけども、

最終的な判断はだれがするのかなと、どういうところのその、どうやって出発して、

どこを目指していくのかがわからないので教えてください。

それから、これ実証実験終わりました。終わったときに、今まで２００円で乗れた

のに、今度また元に戻すとか何とかっていうのがあった場合に、その反動とかそうい

うものは想定済みなのか。その辺は考えておられるのか。それとも、この２００円の

ままでいきたいと思ってやるのか。この辺もちょっとよくわからないので教えていた

だきたいと思います。

それから、最後ですが、バス事業者への補償が、トランスポートでしたっけ、９０

万４，０００円とかっていうのは出てたと思うんですけども、それはトランスポート

さんだけだと思うんですが、ほかのいわゆる市バスの、市単独バスのほかの路線のマ

イナス分というのはどのくらいを見込んでいるのか。それがわかったら教えていただ

きたいと。

以上です。

○議長（吉田清孝君） 柏崎総務企画部長

【総務企画部長 柏崎潤一君 登壇】

○総務企画部長（柏崎潤一君） ご質問にお答えしたいと思います。
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まず、実証実験の目的でありますけれども、男鹿市の公共交通網形成計画に基づき

まして、利用者にとってわかりやすく使いやすい公共交通ネットワークの構築を図る

ために、定額運賃制及び共通乗車券等の実証実験を行いまして、現状の利用者の維持

に加え、新規利用者の開拓を図りたいというものでございます。

この金額の設定基準につきましては、公共交通を形成していく上で利用の促進が不

可欠であることから、この網形成計画策定時の調査において、わかりやすい支払いの

方法の設定が求められていることがわかっております。今後、見込まれるであろう路

線再編にも対応しやすい、１００円単位での定額制として検討を行ったものでありま

す。

この際、３００円以上の設定は、現在の運賃設定から明らかに高額と感じるもので

ありまして、また、１００円にしますと、使用料の収入の減少幅が大きくなるという

ことがございました。また、現在の市の単独運行バスにおけます割引運賃を含む１人

当たりの平均運賃が１８０円程度であるということから、２００円と設定しまして実

証実験を行うものであります。

検証のガイドラインといたしましては、継続的に調査しております乗車率及び収支

について検討を行いたいというものでございます。

検証につきましては、担当課及び地域公共交通協議会の中で、この網形成計画を立

てた時点で提案があったことですので、その検証を行いたいと思っております。

実験後の料金でございますけども、基本的には、これを継続したい考えでございま

す。先ほど申し上げたように平均運賃が１８０円程度であるということから、この実

証実験とは申しますけれども、この定額運賃については継続したい。

それから、共通乗車券につきましては、さすがにこのなかなか実態が見えないと思

いますので、期間を区切って短い期間で実験を行いまして、その利用率とか収支につ

いて考察を加えて、このことについての継続について考えていきたいと思っておりま

す。

したがいまして、この市の負担につきましては、現在、民間のバス事業者への補償

以外は、おおむねかからないであろうと。ただ、その共通乗車券にかかわる経費等は

ありますけれども、平均、今の現在の平均運賃が１８０円であることから、２００円

で実証実験を行った場合には、新たな負担は多くないのではないかという見込みの中
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で行いたいと思っております。

以上です。

○議長（吉田清孝君） 再質疑ありませんか。１０番

○１０番（佐藤誠君） いや、よくわかりました。１８０円というのが非常によくわか

りやすくて、ある程度納得しました。是非頑張っていただきたいと思います。ありが

とうございます。

○議長（吉田清孝君） １０番佐藤誠君の質疑を終結いたします。

次に、１番中田謙三君の発言を許します。１番

○１番（中田謙三君） おはようございます。

私からは、議案第５２号森林環境税基金条例の制定についてを何点かお尋ねしたい

と思います。

先ほど産建部長から目的とするところは述べられておりましたけれども、もう一度

詳しく、何ていうかな、お願いしたいというような、そのことでできればと思いま

す。

まあこの条文を見ると、要は、森林環境税があり、森林環境譲与税があり、そして

まあ基金を設置しなさいよと。それで、基金は一般会計予算において定めなさいよ

と、そういうことですよね。それでまず結果的には、まあこれをまず、基金条例を制

定して、積み立てなければいけない。せば、いつから積み立てて、目標とする額があ

るのか。あわせて、その目標となる額なり、その根拠となるものは、森林面積に応じ

てなのか、どういう額を考えているのか、そのことをまずお尋ねしたいと思います。

あわせて、まず今の男鹿の状況を見ると、戦後間もなく植林された部分において、

まあ森林は荒れている、山は荒れているという認識を私は持っています。そういう中

で、森林整備の目的に使うというようなことのために基金をためると、設けると、こ

のようなことだと思いますので、今の現状をどのように考えているのか。あわせて、

森林整備、まあ目的の部分になろうかと思いますけれども、その点をどのようにこう

活用していくのか、その点についてちょっとやりとりさせていただければありがたい

と思います。お願いします。

○議長（吉田清孝君） 佐藤産業建設部長

【産業建設部長 佐藤透君 登壇】



- 209 -

○産業建設部長（佐藤透君） お答えいたします。

先ほど条例の説明の中でもありましたけれども、主の目的とするところについてで

ありますけれども、いろいろまた、森林関連法案という大きな改正がございました。

その中で、民有地において対応できない部分について、市でやっていくというような

大きい話の中で動いております。この中で市町村が行う公的な管理として、森林整備

等々をうたわれているという状況であります。具体的な話になっていきますと、伐

採、造林、保育等々、この辺を含めた話になろうかと思います。

あと、基金の積立ての部分でありますけれども、今年度において、県の方から示さ

れている額が９１９万円というぐあいになっております。この部分については、国の

考えでは、おおむね３年程度で増額していきたいというような考えがあるようでござ

います。この部分については、令和６年から、先ほどご質問にありましたように、森

林環境税ということで１人当たり１，０００円の徴収ということになっているようで

あります。こうなると、約、国全体では６００億円程度の税収というぐあいに見込ん

でおりまして、これの再配分という形になろうかと思います。現在、この譲与税につ

きましては、その使途を明確にするというようなことを指示されておりますので、と

りあえずは、いただいた譲与税を基金に組み込んで、その後、必要な経費をそこから

取り崩していくというぐあいに使っていく予定でおります。

最終的なその総額幾らになるかという基金の目標の額、このものについては、譲与

された金額において、実際施業していった費用が引かれていきますので、今のところ

は幾らまで積み立てるという額は設定していないものであります。

現在、ご指摘にありますように、男鹿市の森林については、かなり荒廃が進んでい

るという状況であります。その中で、いろいろ国等の施策を使って、除伐、下刈り、

再造林等の支援をしているところでありますけれども、なかなか進んでいないという

のが現状であります。この森林環境譲与税、この中で有効に使うことによって、その

森林関係の環境がよくなるような施策につなげていければなというぐあいに考えてい

るところであります。

○議長（吉田清孝君） 再質疑ありませんか。１番

○１番（中田謙三君） 今、こう質疑して、大体こうわかってきたっていうか、でもま

ずお金の金額は９１９万円、それを３年で増額していくと。そのほか、まず何ていう
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かな、上限はまずこの後の話だと、そういう話ですけれども、しからば、今先ほど話

したとおり、民有地の話も出ておりましたけれども、どういう事業にこの基金を運用

できるのかっていうか、そのことだと思います。まあ言葉で言えば、除伐とか間伐と

か植栽とかという、そういうふうな部分になろうかと思いますけれども、そのことの

中でよ、まあこの、まあだけれども、なかなか今、９１９万円を積むにしても大変な

ことだと思いますし、まあ九百十何万円という額をしても、しからばどういう施策が

実行できるのか、非常にまず難しい話だと思いますよね。そこの辺を含めてや、せ

ば、この額でもって、さっき話したとおり、何を根拠にしてこの９１９万円なりが来

てるのか、来るのか。その辺をもう一度お願いしたいと思います。

あわせて、まあ余談になるかもしれませんけれども、まあ旧男鹿、旧若美という表

現使わしていただければ、森林の位置づけというものよ、私自身は、旧男鹿市と旧若

美、まあ森林の持ってるその何ていうかな、森林を持ってる森林業者の所有者も含め

て、男鹿市の方が大きいわけですけれども、そういう中で、位置づけとしては、男鹿

市、旧男鹿市も旧若美町も、この事業において変わりないのか。その辺についてお尋

ねします。

○議長（吉田清孝君） 佐藤産業建設部長。

【産業建設部長 佐藤透君 登壇】

○産業建設部長（佐藤透君） お答えいたします。

森林環境譲与税の譲与税の額についてでありますけれども、この部分については、

国から各都道府県の方へ配分されます。その都道府県の中から、各市町村の私有林、

私有林ですけれども、私有林の人工林の面積割だったり、それに従事する林業従業

者、この辺の人数だったり、全体の市町村の人口、この辺の部分の割合で算定される

というぐあいに伺っております。その部分でいくと、本市においては、今回の９１９

万円というような譲与税というぐあいになっているところであります。

後段にありました、男鹿市、旧男鹿、旧若美というところの森林整備に対するその

考え方というとこもございますけれども、現在、市で取り組んでいるというところで

あれば、個人所有者の意向調査等の中で対応してるところがありますので、別にその

旧男鹿、旧若美ということでお金の配分をしているわけではございません。市全体と

いうことで対応しているのが現状であります。
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この後、この基金をどういうぐあいに有効に使えるのかということでありますけれ

ども、実は、まずその対象になるのが私有林、民有林の部分での整備になります。今

年度は、いただいた基金のうち、一部を委託料という形で、この意向調査に充てたい

というぐあいに考えております。所有している本人が、自分ではもう手をかけていけ

ないという部分について、この基金を使って整備していくというようなことになって

おります。全体的な大きい法律の中でいきますと、民間の人たちが手をかけれない部

分について整備を進めていくことによって、森林の環境が保たれていくというような

ことを書かれております。

以上です。

○議長（吉田清孝君） さらに質疑ありませんか。１番

○１番（中田謙三君） 今、質疑を重ねてて、まあ私も考えてるような方向に進んでい

くのかなって、こういうふうに思っております。

あわせて、まあ旧男鹿市、旧若美町の話をさせていただければ、若美町の方におい

ては、なかなか森林台帳っていうか、そういうものの整備が私はなされていないので

はないのかと思います。何としても森林台帳に整備されたところが、まあ先ほど民有

林、私有林の話がありましたけれども、名簿に載ってないものはやっぱりこの事業か

らというか、こういう環境税の運用に適さないような部分があるかと思いますので、

その点をまず私自身、こう感じておりましたし、その辺も踏まえた中で、まあ森林組

合と一緒になって男鹿の再生に取り組んでいただければありがたいと思います。

以上です。

○議長（吉田清孝君） １番中田謙三君の質疑を終結いたします。

以上で、通告による質疑は終了いたしました。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。

次に、議案第４１号から第５８号までについては、ご配付いたしております議案付

託一覧表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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日程第２ 予算特別委員会の付託

○議長（吉田清孝君） 日程第２、予算特別委員会への付託を議題といたします。

お諮りいたします。議案第５９号及び第６０号については、予算特別委員会へ付託

することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５９号及び第６０号に

ついては、予算特別委員会へ付託することに決しました。

○議長（吉田清孝君） 以上で、本日の議事は終了いたしました。

休会の件

○議長（吉田清孝君） お諮りいたします。明日２１日から２８日までは議事の都合に

より休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、明日２１日から２８日までは

議事の都合により休会とし、７月１日、午後２時より本会議を再開し、各委員長の報

告を求めることにいたします。

本日は、これにて散会いたします。

午前１０時５１分 散 会
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議 案 付 託 一 覧 表

総 務 委 員 会

議案第４１号 男鹿市単独運行バス条例の一部を改正する条例について

議案第４２号 男鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例について

議案第４３号 男鹿市行政財産使用料徴収条例及び男鹿市法定外公共用財産管理条

例の一部を改正する条例について

議案第５８号 財産の無償譲渡について

教育厚生委員会

議案第４４号 男鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について

議案第４５号 男鹿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について

議案第４６号 男鹿市斎場条例の一部を改正する条例について

議案第４７号 男鹿市公民館使用条例等の一部を改正する条例について

議案第４８号 男鹿みなと市民病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条

例について

産業建設委員会

議案第４９号 男鹿市温泉条例等の一部を改正する条例について

議案第５０号 船川港金川多目的広場管理条例等の一部を改正する条例について

議案第５１号 男鹿市民文化会館使用条例等の一部を改正する条例について

議案第５２号 男鹿市森林環境譲与税基金条例の制定について

議案第５３号 男鹿市若美農業者トレーニングセンター及び若美農業技術伝習館条

例及び男鹿市漁港管理条例の一部を改正する条例について

議案第５４号 男鹿市都市公園条例等の一部を改正する条例について
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議案第５５号 男鹿市下水道条例等の一部を改正する条例について

議案第５６号 男鹿市水道事業給水条例の一部を改正する条例について

議案第５７号 男鹿市ガス供給条例等の一部を改正する条例について

予算特別委員会

議案第５９号 令和元年度男鹿市一般会計補正予算（第２号）について

議案第６０号 令和元年度男鹿市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て


